
地方公共団体への通知、意見提出の仕組みの創設

 地方公共団体が活性化再生法に基づく地域公共交通計画の作成・実施を円滑に行うためには、地方公共団体が、路線バスに係る新規参入の情報を速やかに
把握できるようにする必要がある。このため、路線バスに係る新規参入の申請があった場合に、国土交通大臣は地方公共団体に対し、その旨を通知することと
する。

 また、現行制度では、認定地域公共交通利便増進実施計画の区域における路線バスに係る新規参入の申請があった場合には、国土交通大臣は、道路運送法
第６条に掲げる審査基準に加えて、「計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがないか」についても審査することとしている。当該審
査については、その基準を明確化するとともに、国として実効的な判断を行うことを可能とする必要がある。

 このため、認定地域公共交通利便増進実施計画の区域内における新規参入の申請があった場合には、通知を受けた地方公共団体は、法定協議会を活用し、
関係者と協議したうえで、国土交通大臣に対し意見を提出することができることとするなど、地域の意見を反映する仕組みを創設する必要がある。

新規参入の申請

協議会における協議

地域公共交通利便増進実施計画への
影響について意⾒を提出

地域公共交通利便増進実施計画
認定済 未認定

道路運送法における許認可

通知

許認可（道路運送法）
第６条の審査基準
（①輸送の安全性②事業計画の適切性③事業遂行能力の適確性）
＋④「地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため、公衆
の利便が著しく阻害されることとなるおそれ」（活性化再生法上の
特例）※運用で基準を明確化

道路運送法上の事業許可等の申請があった旨を
通知（道路運送法）

新規参入（事業許可及び事業計画の変更）の申請（道路運送法）

意見提出（新規参入に伴う地域公共交通利便増
進実施計画に与える影響を実証的・定量的に明

らかに）（活性化再生法）

地方公共団体が行う協議に対する
応諾義務（活性化再生法）

国 地方公共団体 公共交通事業者等

※赤字部分が今回の法改正で新設する手続

計画作成を検討

※ 利用者利便を阻害するお
それがない場合を除く等、
通知対象を限定
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「地域旅客運送サービス継続実施計画」の作成・認定
（関係者で合意の上、計画を作成し、
国土交通大臣の認定を受ける）

乗合バス事業者等 地方公共団体（法定協議会）

関係者との協議
（移動⼿段の確保のために適切な選択肢の候補を⽐較検討）

「地域公共交通計画」の変更（※1）
（「地域旅客運送サービス継続事業」を位置づけ）

応募（※2）

「地域公共交通計画」の作成

応募されたサービス内容等を総合評価し、
継続事業者を決定

利⽤者減や運転者不⾜のため
運⾏継続が困難な状況に直⾯

路線バス等を運⾏

法定協議会等において、継続が困難又は困難となるおそれがあるとの共通認識を明確化

地域旅客運送サービス継続事業の実施フロー （路線バス等の維持が困難である場合のイメージ）

法律上の特例措置（事業許可・事業計画変更認可等
のみなし特例、廃⽌届出を不要とする特例）
運⾏費等に対する予算等の⽀援

実施方針の策定・公募
・移動⼿段の選択肢の範囲や地方公共団体による⽀
援額等の条件等を決定
・実施方針に基づき、提供できるサービス内容等につ
いて公募

想定ケース
既に地域公共交通計画が作成
されている
既存事業者による路線休廃⽌
予定時期の１年前（少なくとも
道路運送法上の事前廃⽌届
出が必要な６か月よりも前を想
定）に認識を共有

※１ 地域公共交通計画の変更⼿続と実施方針の策定・
公募⼿続については、同時並⾏で進めることも可能。

To do
協議会等の開催（既存事業者
含め継続方法を協議）
地域公共交通計画変更案の作
成、計画変更後の国への送付

To do
実施方針の策定、企画提案書
様式等の必要書類の作成
公募内容に関する質問受付

To do
継続実施計画の作成
関係者の同意・意⾒聴取⼿続
国による計画認定

期間の
目安

※2 新たに運⾏を⾏う乗合バス事業者等（乗合バス事業者、
タクシー事業者、自家⽤有償旅客運送者等）だけでなく、
現在運⾏を⾏っている事業者の応募も可能。

自治体等の⽀援を受けて(新たに)運⾏を継続

事前の
取組

１〜２
ヶ月

２〜３
ヶ月

２〜３
ヶ月


